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（組み替え前の研究事業で得られた成果） 

・ 肢体不自由の障害者が使用する座位保持装置の工学的評価手法を確立し、国内の製品の

質の確保に寄与した（今後、ISO の審議へ）。 

・ 罪を犯した障害者の地域生活支援の現状調査に基づき、政策提言した。 

・ 感音難聴に対する、生体吸収性徐放性ゲルを用いた内耳薬物投与システムによる治療法

の可能性を示した。 

・ 小児重症視覚障害の早期治療のための、有効な手術手技を開発した。 

・ ニューロパチーの病態と糖鎖を合成する糖転移酵素遺伝子異常及び糖鎖を標的とする

免疫反応との関連について研究を行い、コンドロイチン硫酸プロテオグリカンの糖鎖遺

伝子に酵素活性の著明な低下をきたす塩基変異がニューロパチーの病態に関連する可

能性を明らかにした。 

・ 中枢神経障害を合併した全身性自己免疫疾患患者の疾患特異的抗神経抗体の検出方法

等について研究を行い、抗 Hsp 抗体が大脳白質病変の形成に関与すること及び抗αGDI

抗体が CNS ループス患者に見られる精神疾患と関連する可能性を明らかにした。 

・ 精神病床の入院患者 1万 7千人の症状、支援の必要性、退院の可能性等に関する詳細な

調査を行い、精神科病院における必要な医療機能や、精神障害者の地域移行と地域での

安定した生活を支援するため必要な在宅医療・福祉サービスについての分析を行った。

このデータを基に、厚労省「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」にお

ける検討が行われ、障害者自立支援法の改正案等に反映された。 

・ 自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関するガイドラインを策定し、学会、医療機関、自

治体等に提供し、現場で活用された。 

 

２．評価結果  

(1)研究事業の必要性 

【長寿科学総合研究事業】 

 介護保険制度における要介護（要支援）者は 455 万人（平成 20 年 4 月末）に上る。その

中でも、要介護（要支援）状態になる原因として、骨折・転倒（9.4%）、関節症（12.2%）は

大きな割合を占めている。このように加齢に伴う疾患への対策は、要介護状態にならないよ

うにするための介護予防及び要介護状態になった場合の自立支援のために重要で、これらの

取組みを進めることが必要である。 

運動器疾患については、大腿骨頚部骨折は年間 14 万人が発症、変形性膝関節症及び変形

性腰椎症は、医療機関を受診していない潜在的なものを含めると、それぞれ 3,080 万人、

3,300 万人が罹患しているといった推計値があるなど非常に頻度の高い疾患群である。潜在

的なものについては早期診断・早期治療を実現するなど、症状を呈する前の取組みが必要で

ある。 

【認知症対策総合研究事業】 

認知症については、要介護（要支援）状態になる原因の約 14.0%を占め、さらに認知機能

が低下している高齢者は、将来増加傾向にあると予想されること（65 歳以上の高齢者人口

の 6.3%（2002 年）⇒10.4%（2045 年））から、認知症対策についての取り組みは重要性を増

していくと考えられる。 

また、認知症は、罹患している患者自身の苦痛に加え、介護者の介護負担が大きいことや、

現在、根本的治療がないことから、認知症対策においては、早期診断技術の向上、根本治療

薬の開発等が急務である。 

【障害者自立支援総合研究事業（仮称）】 

障害保健福祉施策については、平成 18 年 4 月に「障害者自立支援法」が施行され、障害

者がその障害種別に関わらず、地域で自立して生活できることを目的とした新しい障害保健

福祉制度の枠組みの構築を行っているところであり、障害保健福祉施策企画・立案・検証の

ための研究、障害者の日常生活上のニーズを具体化するための調査が求められている。 

また、障害者基本計画、科学技術基本計画、イノベーション 25 でも指摘されているよう
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に、身体障害（感覚器障害を含む）、精神障害等について、障害の予防、リハビリ、補完の

ための革新的技術の開発を行っていく必要がある。 

特に、自殺総合対策大綱に示された精神疾患対策を進める上での精神疾患の病因・病態解

明と治療法の開発、社会還元加速プロジェクトにおいて進められているＢＭＩ等の福祉機器

開発に大きな期待がかけられている。 

 

(2)研究事業の効率性 

【長寿科学総合研究事業・認知症対策総合研究事業】 

認知症、運動器疾患の課題設定に当たっては有識者からなる検討会等を開催し、検討の結

果、各分野における優先的かつ 5年程度で臨床応用が可能である課題や行政的ニーズが高い

課題を公募の優先課題に設定している。このように、当該研究事業については、課題を限定

して重点的に資金を投入し、効率的に運用されている。 

【障害者自立支援総合研究事業（仮称）】 

障害者自立支援総合研究事業では、従来の研究推進体制においても、行政的なニーズの把

握に加え、学術的な観点からの意見を踏まえて本省の企画立案に基づき、真に研究実施が必

要な課題について研究課題の公募を行い、既に実施している課題と重なりのないよう研究実

施に努めている。 

平成 22 年度からは施策の企画、施行、検証等を行う研究については指定研究として実施

することとしている。 

また、事前評価委員会及び中間・事後評価委員会において厳格な評価を行っている。 

 このように、当該研究においては、適切な課題設定と研究成果の着実な達成を確保する評

価を着実に行うよう努めており、効率的な事業運営が図られているところである。 

 

(3)研究事業の有効性 

【長寿科学総合研究事業・認知症対策総合研究事業】 

学術的な観点からの意見に加え行政的なニーズを把握した上での企画立案に基づき、真に

研究実施が必要な課題について研究課題の公募を行っている。また課題採択にあたっては、

各分野の専門家による 新の研究動向を踏まえた評価（書面審査及びヒアリング）及び、行

政的観点からの評価に基づき決定している。これにより、 先端の知見に基づき適切にニー

ズに応える研究成果を着実に生み出している。さらに、中間・事後評価（書面審査及びヒア

リング）の実施により、研究の方向性に関する適切な助言指導を行っている。また、若手研

究者の育成に努めており、研究の活性化も併せて図られている。 

また認知症対策総合研究事業、運動器疾患対策研究については、5～10 年を目途として、

ロードマップを作成し、施策への反映、臨床応用を前提として運用している。 

なお、当該研究事業の成果は、介護保険制度の見直しや、介護予防等の施策へ反映させるた

めの基礎データとして活用されている。このように、当該研究事業の成果は厚生労働行政に

とって重要かつ有効なものである。 

【障害者自立支援総合研究事業（仮称）】 

学術的な観点からの意見に加え行政的なニーズを把握した上での企画立案に基づき、真に

研究実施が必要な指定・公募課題について採択の決定を行っている。 

また課題採択にあたっては、各分野の専門家による 新の研究動向を踏まえた評価（書面

審査及びヒアリング）及び、行政的観点からの評価に基づき決定している。これにより、

先端の知見に基づき適切にニーズに応える研究成果を着実に生み出している。さらに、中

間・事後評価（書面審査及びヒアリング）の実施により、研究の方向性に関する適切な助言

指導を行っている。また、若手研究者の育成に努めており、研究の活性化も併せて図られて

いる。 

 研究による成果は、障害者自立支援施策、精神保健医療福祉施策、自殺対策等の施策へ反

映させるための基礎データとして活用されている。このように、当該研究事業の成果は厚生

労働行政にとって重要かつ有効なものである。 
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(4)その他 

認知症については、厚生労働大臣の指示の下、昨年策定された「認知症の医療と生活の質

を高める緊急プロジェクト」報告書に基づき、認知症の実態把握及び発症予防対策、診断技

術の向上、治療方法の開発、発症後の対応についての研究を推進することとされている。当

該事業では、関係省庁と連携しながらこれらに取り組むこととする。 

 

３．総合評価 
【長寿科学総合研究事業・認知症対策総合研究事業】 

当該研究事業は、有病率・罹患率の高い運動器疾患や認知症において早期診断技術の開発

や適切な治療・ケアの確立が可能となることを目指している。これにより、現在、高齢者の

7人に 1人である要介護者を、10 年後までに高齢者の 10 人に 1人にまで減少させることが

でき、ひいては、介護や医療に係る負担の適正化にもつながり、医療や介護を始めとする社

会保障制度の持続可能性の確保にも大きく資することとなる。 

こうしたことから当該研究事業は非常に重要かつ有効であり、今後も研究事業を推進させ

ていく必要がある。 

【障害者自立支援総合研究事業（仮称）】 

 障害者自立支援総合研究事業は、ノーマライゼーション、リハビリテーションの理念のも

と、障害者の保健福祉施策の総合的な推進のための基礎的な知見を得ることを目的としてい

る。 

障害者自立支援の拠り所となる、障害者のニーズ調査、施策の企画・施行・検証に関する

調査、障害を予防・軽減・除去する技術、障害のある機能を代替する機器の開発等、本研究

事業の成果により基礎的な知見や資料の収集、科学的で普遍的な支援手法の開発等が進みつ

つあり、これまでの研究成果は、随時、臨床現場や行政施策に反映され、障害者施策の充実

に貢献してきている。 

 障害関連研究は広い範囲を対象とするものであるから、施策に有効に還元できる課題を適

切に選定して効率的に推進することが重要である。現在でも、行政的ニーズに学術的観点を

加えて、指定・公募課題の決定、応募された課題の事前評価と採択、中間・事後評価等を実

施しているが、これらの評価システムをより有効に運営することが求められている。 

平成 22 年度からは、障害保健福祉総合研究、感覚器障害研究、こころの健康科学研究の

３事業を統合して一つの事業として実施する予定とされているが、研究企画・進行管理を一

元化することにより、一層の効率化が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


